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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準作成機関である一般財団法人

日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出があり，経済産業

大臣が制定した日本産業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認に

ついて，責任はもたない。 

 

 



 
 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

日本産業規格（案）       JIS 
 C 61757-2-2：0000 
 (IEC 61757-2-2：2016) 

光ファイバセンサ－第 2-2 部：温度測定－分布型セ

ンシング 
Fiber optic sensors－Part 2-2: Temperature measurement－Distributed 

sensing 
 

序文 

この規格は，2016 年に第 1 版として発行された IEC 61757-2-2 を基に，技術的内容及び構成を変更する

ことなく作成した日本産業規格である。 

1 適用範囲 

この規格は，分布型光ファイバ温度センサ（DTS）としても知られる光ファイバセンサによる温度分布

測定の詳細仕様について規定する。DTS には，ラマン散乱，ブリルアン散乱及びレイリー散乱効果の利用

を含む。加えて，ラマン散乱及びレイリー散乱による測定では，シングルエンドの光ファイバ構成だけで

行われる。ブリルアン散乱による測定では，シングルエンドの光ファイバ又はループの光ファイバ構成で

実行される。両側から同時にアクセス可能な手法［例えば，ブリルアン光時間領域解析法（Brillouin optical 
time domain analysis，BOTDA）］を，ここではループ構成と呼ぶ。光ファイバセンサの一般的な仕様は，JIS 
C 61757 で定義されている。 

この規格は，DTS の最も重要な性能パラメータを規定し，それらを決定するための手順を定義する。性

能パラメータ群に加えて，測定仕様及びそれに関連する試験方法の定義を支援するための追加パラメータ

のリストが定義される。これらの追加パラメータの定義は，情報提供のために提供されるものであり，性

能パラメータ群に含まれる。 

一般的な試験系は，一連の試験を介して全てのパラメータを収集できるように定義される。具体的な試

験は，測定パラメータごとに箇条内で説明している。この一般的な試験系は，この規格に従ってこれらの

パラメータを測定するために使用される特定の DTS 機器及び試験系に基づいて文書化されるべき一般情

報のリストとともに，箇条 4 で図示され説明されている。 

附属書 A は，空白の性能パラメータ表を提供しており，指定された DTS 機器及び選択された試験系の

性能パラメータ値を記録するために使用する。 

附属書 B は，点欠陥の影響を任意に決定するための指針を提供する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 
IEC 61757-2-2:2016，Fibre optic sensors－Part 2-2: Temperature measurement－Distributed sensing（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こと

を示す。 
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2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格のうち，西暦年を付記してあるものは，記載の年の版を適用し，その

後の改正版（追補を含む。）は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は，その最新版（追補を含む。）

を適用する。 

JIS C 5600（規格群） 電子技術基本用語 
注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60050(all parts)，International Electrotechnical Vocabulary 

（https://www.electropedia.org で閲覧可能） 

JIS C 61757:2023 光ファイバセンサ通則 

注記 対応国際規格では，引用規格として IEC 61757-1:2012，Fibre optic sensors－Part 1: Generic 
specification を記載していたが，IEC 61757:2018，Fibre optic sensors－Generic specification に置

き換わっており，これに対応する JIS を引用規格とした。 

IEC TR 61931，Fibre optic－Terminology 

ISO/IEC Guide 99，International vocabulary of metrology－Basic and general concepts and associated terms 
(VIM) 

注記 ISO/IEC Guide 99:2007 に対応した，2018 年に廃止された TS Z 0032:2012 国際計量計測用

語－基本及び一般概念並びに関連用語（VIM）がある。 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次によるほか，JIS C 5600，JIS C 61757，IEC TR 61931 及び

ISO/IEC Guide 99 (VIM)による。 

3.1 
減衰範囲（attenuation range） 

特定の位置，空間分解能及び測定時間において，指定された測定性能以上に影響を与えず，DTS シス

テムが許容する全累積光損失（片道損失） 

注釈 1 全累積損失の一部として，光ファイバの減衰，並びに光コネクタ，融着，光ファイバのキンク

及び減衰器のような構成要素によって生じる点欠陥損失が含まれる場合がある。 

注釈 2 減衰範囲は，デシベル（dB）で表す。 

3.2 
距離測定範囲（distance measurement range） 

DTS 機器の出力コネクタから光ファイバセンサに沿った，機器が定義された条件下で規定の測定性能

で温度を測定する最大距離 

注釈 1 このパラメータは，機器の減衰範囲と密接に関連している。報告された仕様を証明又は検証す

るために用いられる試験の場合，全光ファイバ長は，指定された距離測定範囲と同等又はそれ

以上とする。 

注釈 2 距離測定範囲は，長さの単位［メートル（m）又はキロメートル（km）］で表す。 

3.3 
環境温度繰返し性（environmental temperature repeatability） 
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機器の動作温度範囲全体にわたる温度サイクルの実施の前後で，機器を指定された同じ温度（例えば，

公称動作温度）に，光ファイバセンサの温度を一定に保持した上で，測定された光ファイバセンサの温度

の差 

注釈 1 このパラメータは，環境温度安定性から導かれる。 

3.4 
環境温度安定性（environmental temperature stability） 

DTS 機器の動作温度範囲全体にわたる温度サイクルの実施前，実施中及び実施後で，光ファイバセン

サの温度を一定に保持した上で，測定された光ファイバセンサの温度の差 

注釈 1 この定義から，最悪の環境温度影響，高／低環境温度影響及び環境温度繰返し性が導かれる。 

3.5 
高／低環境温度影響（high/low environmental temperature effect） 

機器の動作温度範囲の上限及び下限において，光ファイバセンサの温度は一定に保持した上で，測定さ

れた光ファイバセンサの温度の差 

注釈 1 このパラメータは，環境温度安定性から導かれる。 

3.6 
ホットスポット（hot spot） 

二つの温度チャンバー内の基準温度計によって確認される，機器の温度繰返し性より十分に大きく測定

可能な温度変化（ΔT）にばく（曝）露される光ファイバセンサ部分の長さ（ΔL） 

注釈 1 箇条 4 及び図 7 を参照。 

3.7 
位置，L（location） 

DTS 機器の出力コネクタから光ファイバセンサに沿った任意の温度サンプル点までの光学距離（長さ

の単位で指定） 

注釈 1 特定の試験に対する DTS 機器の出力光コネクタから最も離れた位置は，Z m として定量化さ

れ，測定結果を見積もった仕様と比較するために，距離測定範囲と同じになるように，よく選

択される。 

3.8 
測定時間（measurement time） 

一つの光ファイバセンサで連続して測定を行う場合の独立した温度測定間の時間 

注釈 1 このパラメータは測定データの取得時間及び処理時間を含む。このパラメータは，通常，何ら

かの限定された方法で使用者が選択可能である。複数の独立した温度測定を一緒に平均化して，

全体の測定時間を提供してもよい。 

注釈 2 連続する温度トレースのタイムスタンプの時間間隔と同等である。 

3.9 
点欠陥（point defect） 

光ファイバセンサが，一箇所又は DTS の空間分解能よりも大幅に短い長さにわたって発生する，光学

的特性及び機械的特性の公称値からの局所的な逸脱 

注釈 1 点欠陥の定義は，広範囲の状況を含み，温度トレースに同様の影響をもたらす場合がある。例

えば，次のものがある。 
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－ 光ファイバの接続不良などの点損失 

－ 光ファイバコネクタから生じ得る後方反射 

－ 光ファイバ内の曲げ，キンクなどの損失の高い局所的な領域 

－ 異なるコア直径の 2 本の光ファイバ間の接続など，光ファイバ内の物理的な不連続 

3.10 
点欠陥による温度オフセット（point defect temperature offset） 

光ファイバセンサ上の温度が同じである点欠陥の両側の温度トレース上の二つの領域の温度サンプル点

の平均値の差 

注釈 1 点欠陥による温度オフセットは，正，負，又は 0 であってもよい。 

3.11 
サンプル間隔（sample spacing） 

一つの温度トレース内の連続する二つの温度サンプル点間の距離 

注釈 1 図 1 参照。 

 

 

図 1－温度サンプル点を含む温度トレースの例 

注釈 2 サンプル間隔は，使用者が選択可能な機器パラメータにしてもよい。 

注釈 3 サンプル間隔は，長さの単位［メートル（m）］で表す。 

注釈 4 非常に高い空間分解能の場合，サンプル間隔は，センチメートル（cm）又はミリメートル）（mm）

で表すことが可能である。 

3.12 
空間分解能（spatial resolution） 

DTS システムが光ファイバ上のホットスポットの基準温度を，DTS システムの指定された温度測定誤

差内で測定できる光ファイバセンサの最小長 

3.13 
空間温度不確かさ（spatial temperature uncertainty） 

光ファイバセンサが一定温度に保持された状態で，一つの温度トレースにおける指定された数の隣接す

る温度サンプル点の標準偏差の 2 倍で表される各位置での温度データの不確かさ 
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3.14 
温度デッドゾーン（temperature dead zone） 

点欠陥に起因して，温度サンプル点が乱れのない部分から指定された限度を超えて逸脱する温度トレー

スの領域 

3.15 
温度測定誤差（temperature measurement error） 

全動作温度範囲及び全収集時間における，測定温度の中心化単純移動平均と光ファイバセンサの全デー

タ点の基準温度との差の最大値 

注釈 1 一つの値（最悪値）を，温度単位（例えば，±0.8 ℃）で指定する。 

注釈 2 移動平均に使用される要素の個数は，箇条 5 で定義される。実際的な適用では，平滑化の他の

方法が適用できるかもしれない。 

3.16 
温度繰返し性（temperature repeatability） 

一定温度に保持された光ファイバセンサを用いて，各温度トレースに対応する温度サンプル点の標準偏

差の 2 倍で表される所定の位置での繰り返された温度トレースに基づく温度データの精度 

3.17 
温度サンプル点（temperature sample point） 

光ファイバセンサに沿った既知の位置の単一点に関連付けられた温度測定値 

注釈 1 熱力学的な影響によって，測定された数値は，その点を含む光ファイバセンサのごく僅かな区

分に沿った温度を表す。 

3.18 
温度トレース（temperature trace） 

光ファイバセンサに沿って分布し，サンプル間隔によって離間されている温度サンプル点のセット 

注釈 1 全てのサンプル点は，共通の測定時間に関連付けられている。これは，トレースタイムスタン

プと呼ばれる。測定値は，タイムスタンプを含む期間の温度を表す。 

注釈 2 温度トレースの全てのサンプルポイントは，DTS 機器によって生成された測定値であり，機器

の外部で後続の処理によって生成された補間又は平滑化された値ではない。 

3.19 
全光ファイバ長，Z（total fiber length） 

DTS 出力コネクタから光ファイバセンサの最終端までの距離 

注釈 1 光ファイバセンサの最終端は，光ファイバの端を意図的にカットするか，若しくは光ファイバ

の端を機器から物理的に離して終端するか（シングルエンド構成の場合），又は同じ機器に接続

されたコネクタで構成されるループの終端にする（ループ構成の場合）ことが可能である。 

注釈 2 このパラメータは，距離測定範囲と等しいか，又はそれ以上である。 

注釈 3 測定全光ファイバ長は，長さの単位メートル（m）又はキロメートル（km）で表す。 

3.20 
ウォームアップ時間（warm-up time） 

最初の温度測定の開始から DTS 機器が指定された測定仕様を満足するまでの時間 

3.21 
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最悪の環境温度影響（worst case environmental temperature effect） 
DTS 機器の全機器動作温度範囲にわたる完全な温度サイクル中に，光ファイバセンサに沿った異なる

位置における測定された温度データの差の最大値 

注釈 1 このパラメータは，環境温度安定性から導かれる。 

4 性能パラメータの測定のための一般試験系 

4.1 一般及び試験系の要件 

シングルエンド構成及びループ構成の一般的な試験系は，図 2 及び図 3 にそれぞれ概略的に示されてい

る。これらの目的は，測定仕様を決定するための共通基盤を提供すると同時に，複雑さ，コスト，再構成

要件及び試験の実行時間を最小限にすることである。 

 

図 2－一般の試験系：シングルエンド構成 
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図 3－一般の試験系：ループ構成 

個々の評価の手順は，必要な測定条件を提供していれば，試験系を変更して実施してもよい。この場合，

詳細な試験系の説明及び文書が必要である。 

試験系の光ファイバ遠端にある温度チャンバー内の光ファイバコイルの光ファイバ長 A，B，及び C は，

DTS システムの期待される空間分解能に基づいて選択する。中央の温度チャンバー内外の光ファイバ長 D
及び W は，全光ファイバ長 Z が試験される特定の DTS モデルの距離測定範囲に合わせて選択する。全光

ファイバ長 Z を構成する光ファイバ長 W の前後に光ファイバ長 D を配置することで，様々な距離測定範

囲の異なる様々な機器に対応できる試験系を提供する。光ファイバ長 D は，全光ファイバ長 Z の 10 %に

相当する長さとする。ただし，中央の温度チャンバーの外側にある光ファイバ長を使用することは任意で

あり，必要に応じて，全ての光ファイバを単一又は複数のコイルとしてチャンバー内に収容してもよい。

全光ファイバ長 Z は，機器のコネクタから光ファイバ長 A，B 及び C で表される空間分解能を評価する区

間の遠端までの全長と等しくなる。 

図 3 の対称型の試験系では，光ファイバ長 W は，光ファイバの全光ファイバ長 Z を構成し，シングルエ

ンドの試験系と比較して，通常の巻きの長さは（2W/2）とする。これによって，全体的に同じ減衰が保証

される。それ以外の場合は，通常の巻きの長さは（2W）とする。 

光ファイバの接続には，追加の光損失及び不要な後方反射を最小限に抑えるために，融着接続を使用す

るのが望ましい。コネクタで光ファイバを接続する際には，挿入損失及び後方反射を小さくしなければな

らない。 

チャンバー内の光ファイバは，周囲の温度に完全に暴露され，光ファイバにひずみがないように（緩い

巻き）コイル化する。この場合の通常の巻きとは，光ファイバ供給者から納入された光ファイバスプール

を意味する。 

一般の試験系は，概略図だけを提供することに留意しなければならない。例えば，光ファイバを含むチ

ャンバーのいずれかを液体で満たされたキャリブレーションバスに置き換えたり，又はコイル間に大きく

急峻な十分な温度差（定格の空間分解能の 50 %以下にわたって生じる温度差が，少なくとも 20 ℃）を与

えるために，ダブルチャンバーを別の実装形態に置き換えるなど，実際の実装は特定の点で異なってもよ
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い。 

基準温度測定の不確かさは，評価されている温度測定誤差よりも少なくとも 5 分の 1 より小さいことが

要求される。そのような基準温度センサは，試験系の図には示されていないが，各温度チャンバー及び／

又はバス内に存在し，適切に校正されていることが要求される。 

チャンバーの均一性若しくは安定性，又は実現される温度ステップの急峻さに要件を設定する必要はな

い。これらの試験系の品質を十分なレベルで実現しないと，よりひかえめな（性能の悪い）測定データし

か得られない。 

被試験機器（DTS）は，測定を行う前に製造業者の推奨事項に従って校正する。 

4.2 文書化すべき一般要求事項 

文書化すべき一般要求事項は，次による。 

・ 全試験の完了日 

・ 試験を実行する組織名称 

・ 試験系の構成 

・ DTS 機器の動作モード（図 2 及び図 3 に示すシングルエンド構成又はループ構成，又は同じハードウ

エアを使用するマルチチャネルシステムで試験されたチャネル） 

・ 出射された信号の波長（動作波長） 

・ DTS 機器の製造業者，モデル及びシリアル番号 

・ 試験系（温度チャンバー内）の光ファイバセンサの製造業者，モデル及び長さ 

・ 光ファイバセンサの終端（Z m）までの光学試験系の光損失［片端光損失をデシベル（dB）で表記］ 

・ 光ファイバセンサの終端（Z m）までの損失を測定するために使用する波長 

・ DTS 機器の距離測定範囲 

・ 全ての測定に使用されるサンプル間隔 

・ 全ての測定に使用される空間分解能の設定 

・ DTS 機器校正時の測定時間 

・ 光ファイバコイル A，B，C 及び D，並びにスプール W の長さ 

・ ダブルチャンバーの両部分の公称温度（℃） 

・ DTS 機器の最大（高温）及び最小（低温）動作温度限界（℃） 

試験された DTS 機器及び関連する試験系の一般要求事項は，算出された測定仕様とともに記録する。 

5 性能パラメータの測定方法 

5.1 温度測定誤差 

5.1.1 試験方法及び条件 

次の手順で行う。 

1) 箇条 4 に示す一般試験系を使用する。 

2) 全光ファイバ長 Z を，試験対象の DTS 機器の距離測定範囲以上にする。 
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3) DTS 機器を温度チャンバー内に置き，動作温度（例えば，20 ℃±0.5 ℃）で安定させる。製造業者の

推奨事項（起動時間）に従い，熱平衡状態に達するまでに十分な時間を与えてから，次の手順で行う。

動作温度は，DTS 機器の製造業者が定義しなければならない。 

4) 製造業者の推奨に従って，アプリケーションに対応する光ファイバ温度範囲で DTS 機器を校正する。

光ファイバ温度範囲は，製造業者と顧客とが合意しなければならない。 

5) 指定された温度範囲内の三つの代表温度 T1，T2 及び T3 で，光ファイバ長 D の温度を±0.5 ℃以内に安

定させる。三つの代表温度は，製造業者と顧客とが合意しなければならない。 

6) 各光ファイバ温度について，三つの要求される測定時間（DTS 機器によって提供される最短時間，推

奨時間，及び DTS 機器によって提供される可能な最長時間）に対して，それぞれで 20 個の温度トレ

ースを収集する。 

注記 空間分解能，空間温度不確かさ，及び温度繰返し性の性能評価には，同じデータセットを使

用することが可能である。 

5.1.2 パラメータ計算 

温度測定誤差の計算は，次の手順で行う（図 4 及び図 5 を参照）。 

1) 全位置にわたっての各温度サンプル点において，20 個の温度トレース全ての平均を計算する。 

2) その平均温度データ（DTS 読取り値）の 51 点の中心化単純移動平均を計算して，平滑化された平均

を計算する。 

3) 全位置にわたって実際の光ファイバ温度（独立した校正済みの基準センサで測定されたもの）から平

滑化された平均を減じて，温度サンプル点ごとの平均誤差を計算する。図 5 を参照。 

4) 温度サンプル点ごとの平均誤差の絶対値をとり，絶対平均誤差を計算する。 

5) その試験条件における温度測定誤差は，安定化された温度チャンバー内の光ファイバ長から収集され

た測定値に対応する，全ての絶対平均誤差の最大値である。温度チャンバーの外側にある光ファイバ

長の温度データ（例えば，光ファイバの遠端又は近端，W 長の光ファイバ）は，温度測定誤差の計算

には使用しない。図 6 を参照。 

6) 他の全ての試験条件について，計算の手順 1)～手順 5)を繰り返す（測定時間ごとに合計三つの条件が

ある。）。 

7) 温度測定誤差について，試験条件に対して合計九つの測定値全てを記録する。 
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図 4－温度測定誤差の計算：手順 1) 

 
図 5－温度測定誤差の計算：手順 2)～手順 3) 
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図 6－温度測定誤差の計算：手順 4)～手順 5) 

5.2 空間分解能 

5.2.1 試験方法及び条件 

次の手順で行う。 

1) 製造業者の推奨事項に従い，試験が熱平衡状態に達するまでに十分な時間を確保する。 

2) 箇条 4 に示す一般試験系を使用する。 

3) ホットスポットの光ファイバセグメントの長さは，次と同等とする。 

a) A の長さは，試験対象の DTS 機器に要求される空間分解能より短くする。つまり，どの測定点もホ

ットスポットの基準温度を示さないようにする。 

b) B の長さは，試験対象の DTS 機器に要求される空間分解能と等しくする。つまり，一つの測定点が，

セグメントの基準温度の 90 %より大きな温度を示すようにする。 

c) C の長さは，試験対象の DTS 機器に要求される空間分解能の 4 倍以上とする。 

4) サンプル間隔は，要求される空間分解能の半分以下とする。 

5) ホットスポットは，3.6 に従って生成する。 

6) アプリケーションの必要性に応じた測定時間を用いて（例えば，10 分），5.1 で規定された方法でデー

タセットを収集する。 

5.2.2 パラメータ計算 

空間分解能（図 7 を参照）の計算は，次の手順で行う。 

1) 光ファイバセグメント B の長さは，空間分解能の設定値に等しく，また，セグメント B 内の少なくと

も一つのデータ点が，周囲温度より高いホットスポットの基準温度の 90 %よりも高い温度であること
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から，空間分解能が光ファイバセグメント B の長さと等しいことが検証される。 

2) 光ファイバセグメント A は，どの測定点もホットスポット基準温度を示さないことを，検証する。 

3) 光ファイバセグメント C の測定点は，空間分解能の長さ（図中の長さ B）を除いて，ホットスポット

の基準温度に空間温度不確かさの範囲内で等しいことを示さなければならない。 

4) 光ファイバセグメント B の長さを，空間分解能として記録する。 

 

 

図 7－空間分解能の図（例） 

5.3 温度繰返し性 

5.3.1 試験方法及び条件 

次の手順を実行する。 

1) 製造業者の推奨事項に従い，試験が熱平衡状態に達するまでに十分な時間を確保する。 

2) 箇条 4 に示す一般試験系を使用する。 

3) 5.1 で指定した性能データセットを収集する。 

4) 光ファイバ温度が安定した後，全光ファイバ長 Z にわたって，指定された空間分解能で 20 個の連続

トレースを，次の条件に対して収集する。 

a) 各測定時間（DTS 機器によって提供される最短時間，推奨時間及び DTS 機器によって提供される可

能な最長時間） 

b) アプリケーションの用途に応じた三つの代表的な光ファイバ温度（T1，T2 及び T3） 

5) 性能データセットは，上記の測定時間と光ファイバ温度との指定された対に対して九つのデータサブ

セットで構成される。 

6) 各データサブセットは，長さ方向における温度繰返し性の値を評価するために使用される。 

5.3.2 パラメータ計算 

温度繰返し性（図 8 を参照）の計算は，次の手順で行う。 

1) データサブセットごとに 20 個の連続トレースを収集する［例えば，図 4 に一つの代表的な光ファイ

バ温度（T1，T2 及び T3）での 10 分の測定時間のトレースを示す。］。 
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2) 時間の経過に伴うサンプルポイント（20個の連続トレース）ごとの温度の標準偏差の 2 倍を計算する。

上記の計算値を距離に対してプロットする。 

3) 各光ファイバ温度で各測定時間について，距離に基づく温度繰返し性の値を選択するために，51 点の

中心化単純移動平均による平均曲線 S(i)を作成する。 

4) 手順 3 で作成したデータセットの温度繰返し性の最大値を報告する。 

 

 

図 8－図 4 から計算した温度繰返し性 

5) 残りの二つの代表的な光ファイバ温度（T1，T2 及び T3）に対して，各測定時間について，この手順を

繰り返す。 

5.3.3 数式 

5.3.2 の手順 2)の標準偏差は，次式(1)で計算される。 

𝑆𝑥(𝑖) = ඩ 1𝑁 − 1൭𝑇𝑗(𝑖) − 1𝑁 𝑇𝑗(𝑖)𝑁
𝐽=1 ൱2𝑁

𝑗=1   ······················································· (1) 

 
ここで， Tj(i)： j 番目のトレースの i 番目の位置で収集された温度データ 
 Sx(i)： データポイント（トレース内の i 番目の位置）ごとの時間（N 個の

連続トレース）に対する標準偏差 
 N トレース数（N = 20）。 

標準偏差の 2 倍に移動平均を適用した温度繰返し性 S(i)は，次式(2)のように計算される。 
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S(𝑖) = 151  2 ∙ 𝑆௫(𝑘)ାଶହ
ୀ(ିଶହ)   ······················································ (2) 

 
ここで， S(i)： i 番目の位置における温度繰返し性 

5.4 空間温度不確かさ 

5.4.1 試験方法及び条件 

次の手順で行う。 

1) 製造業者の推奨事項に従い，試験が熱平衡状態に達するまでに十分な時間を確保する。 

2) 箇条 4 に示す一般試験系を使用する。 

3) 光ファイバ温度が安定した後，5.1 で指定した全光ファイバ長 Z にわたる温度データ 20 個の連続トレ

ースを，次の条件に対して収集する。 

a) 各測定時間（DTS 機器によって提供される最短時間，推奨時間及び DTS 機器によって提供される可

能な最長時間） 

b) アプリケーションの用途に応じた三つの代表的な光ファイバ温度（T1，T2 及び T3） 

5.4.2 パラメータ計算 

空間温度不確かさ（図 9 を参照）の計算は，次の手順で行う。 

1) 式(3)のように，一つの温度トレースのデータポイントごとに，収集された温度 Tj(i)の 51 ポイント（中

心化単純移動平均）に対する標準偏差の 2 倍を計算する。 
 

𝑆𝑗(𝑖) = ඩ 1𝑛 − 1  ቌ𝑇𝑗(𝑙) − 1𝑛  𝑇𝑗(𝑘)(𝑖+25)
𝑘=(𝑖−25) ቍ2(𝑖+25)

𝑙=(𝑖−25)   ······················································ (3) 

 
ここで， Tj(i)： j 番目のトレースの i 番目の位置で収集された温度データ 
 Sj(i)： j 番目のトレースの i 番目の位置にある 51 点に対する標準偏差 
 n： 計算のためのデータ点数（n = 51） 

2) 式(4)のように，i 番目の位置で時間の経過に伴って収集された N = 20 個のトレースに対して 2×Sj(i)を
平均化することによって，空間温度不確かさ A(i)を計算する。 

 A(𝑖) = 1𝑁2 ∙ 𝑆(𝑖)ே
ୀଵ   ······················································ (4) 

 
ここで， A(i)： 空間温度不確かさ 
 Sj(i)： j 番目のトレースの i 番目の位置にある 51 点に対する標準偏差 
 N： トレース数（N = 20） 

 

3) 手順 2)で作成したデータセットの空間温度不確かさ A(i)の最大値を報告する。 
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図 9－図 4 から計算された空間温度不確かさ 

5.5 環境温度安定性 

5.5.1 試験方法及び条件 

次の手順で行う。 

1) 製造業者の推奨事項に従い，試験が熱平衡状態に達するまでに十分な時間を確保する。 

2) 箇条 4 に示す一般試験系を使用する。 

3) 光ファイバは，環境試験全体で一定温度（Tconst±0.5 ℃）に保たれなければならない。Tconst は，製造業

者と使用者との間で合意しなければならない。 

4) DTS 機器を温度チャンバーに入れ，図 10 に記載の環境温度サイクルに従って温度を変更する。Tmin，

Tmid 及び Tmax は，製造業者と使用者との間で合意しなければならない。各温度レベルは 3 時間保持す

る。温度の変更は，20 ℃/h の速度で実行する。 
  



16 
C 61757-2-2：0000 (IEC 61757-2-2：2016) 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

 
ステップ時間 

（h） 
合計通電時間 

（h） 
温度 
（℃） 

 0 20 
3 3 20 
1 4 0 
3 7 0 
2 9 40 
3 12 40 
1 13 20 
3 16 20 

 

 

a) 温度プロファイル表 b) 温度プロファイルグラフ 

図 10－環境温度サイクル（DTS 機器の動作温度範囲が 0 ℃～40 ℃の場合の例） 

5) 10 分間の測定時間を使用して，環境サイクル全体の温度トレースを収集する。 

5.5.2 パラメータ計算 

環境温度安定性の計算は，次の手順で行う。 

1) 収集された全ての温度トレースから，温度サンプル点の 101 点移動平均（中心化単純移動平均）を計

算する。光ファイバの近端及び遠端（101 点分）は，次の計算には使用しない。 

2) 環境温度サイクル中に収集された全ての温度トレースにわたって，安定化された温度チャンバー内の

光ファイバの各測定点における移動平均温度のピーク対ピーク（最大－最小）間変動を求める。 

3) 前の手順で計算された最悪のピーク対ピーク値は，最悪の環境温度の影響として報告する。 

4) 各温度で保持された時に実施された最後の六つの温度トレースについて，上記［手順 1)］で計算され

た各温度サンプル点の 101 ポイント移動平均を計算する。つまり，機器動作範囲の中間，最低，最高，

再び中間の保持温度で実施された測定の最後の 1 時間の平均である。 

5) 最高温度及び初期中間温度で収集された値の差を計算し，報告する。また，任意の温度サンプル点の

最大の差を，高環境温度影響とする。 

6) 手順 4)で得られた値の差を計算して報告し，最低動作温度及び初期中間温度とで収集された値の差を

計算し，報告する。また，任意の温度サンプル点の最大の差を，低環境温度影響とする。 

7) 手順 4)で得られた値の差を計算して報告し，初期の中間温度及び最終の中間温度とで収集された値の

差を計算し，報告する。また，任意の温度サンプル点の最大の差を，環境温度繰返し性とする。 

図 11 に，必要な計算方法のイメージを示す。 
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図 11－環境温度安定性パラメータの計算方法 

5.6 ウォームアップ時間 

5.6.1 試験方法及び条件 

次の手順で行う。 

1) 箇条 4 に示す一般試験系を使用する。全ての主要な測定パラメータは，事前に決定する。 

2) 光ファイバは，環境試験全体で一定温度（Tconst±0.5 ℃）に保たれなければならない。DTS 機器は，

公称動作温度（Toperat±0.5 ℃）に設定された温度チャンバー内に収納する。機器の電源を完全にオフ

にし，3 時間以上温度チャンバー内で安定させる。 

3) 3 時間経過後，機器の電源をオンにするが，温度測定は開始しない。 

4) 対応する温度において，製造業者によって指定された DTS 機器のスタートアップ時間だけ待機してか

ら，測定時間を 30 秒に設定して最初の温度測定を開始し，タイマーをスタートさせる。もし，ウォー

ムアップ時間が 10 分未満であり，必要な場合は，30 秒よりも短い測定時間を使用してもよい。この

場合，本規格のしきい値として使用される主な測定仕様についても，測定時間を短くして同様に決定

及び報告しなければならない。 

5) 30 秒の測定時間で温度トレースの収集を継続する。 

6) 次の例外を除いて，この規格に記載しているのと同じ方法を用いて，温度測定誤差，空間温度不確か

さ，及び環境温度繰返し性を計算する。 

a) これらの三つの測定パラメータ全てについて，測定及び記録しなければならない位置は，全光ファ

イバ長 Z の 90 %の位置だけである。 

b) 温度測定誤差は，時間の経過に伴う平均化を行ってはならない。－その値は，個々のトレースから

計算される。 

c) 空間温度不確かさには，経時的に収集した最後の 20 回の温度トレースの移動平均値を使用する。 

d) 環境温度繰返し性には，経時的に収集した最後の 20 回の温度トレースの移動標準偏差を使用する。 

7) 三つの主な機器パラメータの測定値が，30 秒の測定時間にこれらのパラメータの要求値を満たすか，
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超えた場合，タイマーを停止し，時間を記録する。 

8) 公称動作温度に対するウォームアップ時間として，所要時間を記録する。 

9) ただし，DTS 機器を含む温度チャンバーの初期温度を最低動作温度 Top_min に設定する以外は，手順 2)
～手順 7)を繰り返す。20 ℃/h を超える速度で機器を冷却しない。DTS 機器の最低動作温度のウォー

ムアップ時間として，所要時間を記録する。 

10) DTS 機器を含む温度チャンバーの初期温度を最高動作温度 Top_max に設定する以外は，手順 2)～手順 7)
を繰り返す。20 ℃/h を超える速度で機器を暖機運転しない。DTS 機器の最高使用温度に対するウォ

ームアップ時間として，所要時間を記録する。 

5.6.2 パラメータ計算 

ウォームアップ時間の計算は，次の手順で行う。 

・ 5.6.1 の手順 6)で説明した例外を除き，三つの主要な測定パラメータについて説明した計算方法を使用

する。 

図 12 は，DTS 機器が公称動作温度で開始された試験からの仮想的な結果によるパラメータ計算を示し

ている。報告する値は，三つの主要な仕様パラメータのいずれかが指定された値に達するまでの最長時間

として決定される。 

 

a) 温度繰返し性 

 

b) 空間温度不確かさ 

 

c) 温度測定誤差 
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図 12－ウォームアップ時間の計算例 

グラフの各点は，測定仕様に応じて，10 分（20 ポイント）の移動平均又は 2 倍の移動標準偏差を表す。

X 軸は，これが 30 秒の測定時間で 20 の温度トレースを集めるために必要な最小時間であるので，10 分か

ら開始する。 

温度繰返し性［図 12 の a)を参照］は，15.0 分で仕様値を満たす（15.0 分から始まる全ての点は，仕様値

の 0.8 ℃以下である。）。空間温度不確かさ［図 12 の b)を参照］は，13.0 分で仕様を満たしている（13.0 分

から始まる全ての点は，仕様値 0.5 ℃未満である。）。温度測定誤差［図 12 の c)を参照］は，18.0 分で仕様

値を満足している（18.0 分から始まる全ての点は，仕様値 1.0 ℃以下である。）。 

三つの測定仕様全てを満たす最長時間は，18.0 分であるため，これが，公称動作温度に対するウォーム

アップ時間として報告される。 

5.7 減衰範囲 

5.7.1 試験方法及び条件 

与えられた波長，空間分解能及び測定時間に対する減衰範囲は，光学系に加えた損失が温度繰返し性及

び／又は空間温度不確かさに及ぼす影響を評価することによって，測定される。付加的な損失［通常，可

変光減衰器（variable optical attenuator，VOA）によって生成される。］を，全光ファイバ長 Z の 90 %の同じ

位置で測定された全累積損失に加算して，減衰範囲を計算する。 

次の試験方法では，例として，温度繰返し性に対する減衰範囲の評価を行う。空間温度不確かさに対す

る減衰範囲の評価にも同じ手順を用いなければならない。 

図 2（シングルエンド）又は図 3（ループ構成）の一般試験系を使用して，追加の損失を VOA によって

導入しながら，温度繰返し性を測定する。VOA は，DTS 機器及び光ファイバ長 D の巻きが配置されてい

る二つの温度チャンバーの外側に配置される。また，それは DTS につながれた光ファイバ及び長さ D の

最初の光ファイバの巻きに接続されている。空間分解能試験を評価する区間は，この試験のオプションで

ある。 

長さ D の光ファイバの巻きは，一定の温度（例えば，75 ℃±0.5 ℃）で維持される。追加の減衰を徐々

に増加させ，全光ファイバ長 Z の 90 %の位置で最大許容温度繰返し性を超えるまで，温度繰返し性及び空

間温度不確かさの両方を測定する。 

減衰範囲の報告値は，VOA の減衰量，並びに全光ファイバ長 Z（システム動作波長で測定）の 90 %の距

離にわたる累積光ファイバ及び点欠陥損失に対応しなければならない。減衰範囲は，所定の空間分解能及

び 10 分の収集時間に対して評価しなければならない。 

詳細な手順は，次のとおりである。 

1) 箇条 4 に示す一般試験系を使用するが，図 2 に示すように変更する。好ましくは融着接続によって，

機器を含む温度チャンバーと長い光ファイバを含む温度チャンバーとの間の光ファイバ経路に VOA
を挿入する。主要な測定仕様は，全て，この規格に記載されている手順に従って事前に決定する。 

2) VOA が，最小値に設定されていることを確認する。これによって，理想的には，機器の動作波長で挿

入損失が 1.0 dB 未満になることが望ましい。 

3) 光ファイバセンサは，試験全体で一定温度（例えば，75 ℃±0.5 ℃）に保持する。機器は，公称動作

温度（20 ℃±0.5 ℃）に設定された温度チャンバー内に収容する。機器が温度チャンバー内で安定す
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るのに十分な時間をおく（通常は，3 時間）。 

4) 10 分の測定時間で 20 個の温度トレースを収集する。 

5) 5.3 及び 5.4 に記載したのと同じ方法を用いて，温度繰返し性及び空間温度不確かさを計算する。 

6) 得られた温度繰返し性を，最大許容温度繰返し性と比較する。 

7) 減衰量が約 0.5 dB ずつ増えるように VOA の設定を変える。 

8) 全光ファイバ長 Z の 90 %の位置で，計算された温度繰返し性が最大許容温度繰返し性よりも大きくな

るまで，手順 4)～手順 7)を繰り返す。 

9) 試験光ファイバを取り外し，好ましくはカットバック法を用いて VOA の減衰量を測定する。 

5.7.2 パラメータ計算 

計算及び評価には，5.7.1 の手順 1)～手順 9)で説明した計算手順を使用する。 

減衰範囲の値は，VOA の減衰量，全ての点欠陥及びコネクタ損失（機器のものを除く），並びに全光フ

ァイバ長 Z の 90 %の距離にわたる光ファイバ損失（システムの動作波長で測定）の合計として報告する。

また，考慮した最大許容温度繰返し性も報告する。 
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附属書 A 
（参考） 

測定パラメータの性能表 

比較しやすいように，表 A.1 を使用して測定パラメータの値を記録するのことが望ましい。同じ測定パ

ラメータに対しては，引用された仕様一式を提供するために同様の表を使用してもよい。 

表 A.1－空白の測定パラメータの性能表 

パラメータ：＿＿＿＿＿＿＿＿ DTS 機器：＿＿＿＿＿＿   
測定時間 単位 DTS 機器が提供する最短

時間 
推奨時間 DTS 機器が提供できる最

長可能時間 
光ファイバ温度 ℃ T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 
温度測定誤差 ℃          
温度繰返し性 ℃          
空間温度不確かさ ℃          
空間分解能 m          
最悪の環境温度影響 ℃          
低環境温度影響 ℃          
高環境温度影響 ℃          
環境温度繰返し性 ℃          
減衰範囲 dB          

 
ウォームアップ時間- 公称 s  一定の光ファイバ温度（Tconst±0.5 ℃）：    ℃ 
ウォームアップ時間- 最小 s  
ウォームアップ時間- 最大 s  

 
   校正に使用した測定時間（分）: 
試験系 シングルエンド： ループ構成： 入射信号の波長（nm）： 
DTS 製造業者: DTS モデル/シリアル番号： A コイル長（m）： 

B コイル長（m）： 
C コイル長（m）： 
D コイル長（m）： 
W スプール長（m）： 

光ファイバ製造業者： 光ファイバ型番： 
距離測定範囲（m）： サンプル間隔（m）： 
全光ファイバ長 Z（m）： Z m での光損失（dB）： 

空間分解能設定（m）： 損失測定波長（nm）： ダブルチャンバーの両部の公称

温度（℃）： 
機器の最高動作温度（℃）： 機器の最低動作温度（℃）： ウォームアップ時間（分）： 
考慮する試験パラメータ 
ウォームアップ時間： 
温度繰返し性（℃）： 
空間温度不確かさ（℃）： 
温度測定誤差（℃）： 

減衰範囲： 
最大許容温度繰返し性（℃）： 
最大許容空間温度不確かさ（℃）： 

構成内のコイルで使用される，光ファイバ製造業者及び型番が異なる全ての光ファイバは，個別に識別

することが望ましい。ウォームアップ時間を指定するために短い測定時間が使用されている場合は，温度

測定誤差，空間温度不確かさ及び温度繰返し性も別の表に報告する。 
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附属書 B 
（参考） 

点欠陥による影響 

B.1 一般事項 

この手順によって，DTS（及び関連する光ファイバ）の測定性能に対する特定の点欠陥の影響を，制御

された方法で測定可能にする。例えば，点欠陥には，特定のレベルの損失をもつ水中かん（篏）合コネク

タ，後方反射，及び他の特性をもつ欠陥が考えられる。実世界の点欠陥を代表し，かつ，試験セットアッ

プ間で再現可能な点欠陥を作成することは困難であるため，次の手順で測定するパラメータは，異なる装

置における同じポイント欠陥の影響を比較するためにだけ使用することを推奨する。  

これらの理由から，点欠陥に対する応答は，DTS 仕様項目には推奨されない。 

この試験は，箇条 4 で説明した一般試験系を使用しない。 

B.2 点欠陥 

点欠陥が，DTS の測定性能に及ぼす影響は，次のパラメータによって特徴付けられる。 

・ 点欠陥に起因する温度デッドゾーン。温度じょう（擾）乱の領域（温度デッドゾーン）は，指示温度

に対する誤差がじょう（擾）乱されていない光ファイバ上の被試験 DTS の性能に対して，予想される

値の範囲外にある温度トレースの長さとして定義される。 

・ 点欠陥に起因する温度オフセット。温度オフセットは，温度じょう（擾）乱の領域のすぐ両側にある

温度トレースの二つの長さに沿った平均指示温度の差である。 

・ 点欠陥に起因する温度測定誤差の減少。点欠陥は，温度じょう（擾）乱の領域を除いて，領域の両側

の指定された光ファイバ長にわたって測定された温度測定誤差の減少を引き起こす場合がある。 

この手順は，どのような種類の点欠陥にも適用する。 

B.3 試験方法及び条件 

点欠陥の試験は，次の手順で行う。 

1) 試験する点欠陥は，2 本の等しい長さの光ファイバ間を融着接続し，それぞれの光ファイバ長は，最

低 1 km でなければならない。2 本の光ファイバは，緩い巻き又は折りたたみ可能なスプール（糸巻き）

巻きとし，点欠陥及び両方の光ファイバは，恒温槽内に配置しなければならない。光ファイバの種類

及び長さ，点欠陥の説明，並びに順方向損失及び反射減衰量などの利用可能な測定値を記録する。 

ループ構成のモードで動作する DTS の場合，両方の光ファイバ端が DTS に接続されるため，点欠

陥は，ループの中心にある。 

2) 通常動作の規格である場合，光ファイバの校正を含め，乱れのない光ファイバで通常動作するように

DTS を構成する。DTS は，点欠陥の位置を含む全ての温度サンプル点の全温度測定を提供するように

構成しなければならない。使用する空間分解能を記載する。 

3) 点欠陥を含む試験光ファイバを一定温度（例えば，75 ℃±0.5 ℃）で安定させる。 

4) DTS 機器が提供する最短時間及び 10 分の測定時間において，20 個の連続した温度トレースを収集す

る。測定時間ごとに，次の手順 5)～手順 10)を繰り返す。 

5) 光ファイバの距離方向に沿って 51 点の平均値を計算して，点欠陥の（公称）位置から両側 25 m 離れ
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た地点の平均温度を計算する（図 B.1 では，赤で強調表示された点）。点欠陥の公称位置は，シアン色

で示される。二つの平均温度は，青及び緑で表示される。この例のサンプル間隔は，0.5 m である。 

 

 

図 B.1－点欠陥の測定（例） 

6) 20 個の温度トレースのセット全体について，二つの平均温度の計算を繰り返し，各総平均を生成する。

二つの総平均の差，すなわち，点欠陥による温度オフセットを報告する。測定時間ごとに，一つの点

欠陥による温度オフセットを計算する。 

7) 二つの区間の各 51 点の標準偏差を計算する。20 個の温度トレースのセット全体についてこの計算を

繰り返し，20 個の結果の平均をとり，それぞれの区分の温度標準偏差σを求める。 

8) 各トレースについて，測定された二つの温度標準偏差を用いて，点欠陥の公称位置の両側の二つの平

均温度について±3σでの誤差限界を求める（破線で示している。）。 

9) 公称点欠陥位置の±25 m 以内において，誤差境界の範囲外となる地点を計算する。左側（緑）は，最

初に誤差範囲外となる位置を，右側（青）は，最後に誤差範囲外となる位置を計算する。20 個の温度

トレースのセット全体に対してこの計算を繰り返し，20 個の結果の中央値を計算して温度デッドゾー

ンを求める。測定時間ごとに，一つの温度デッドゾーンを計算する。 

10) 5.1 のパラメータ計算方法を用いて，点欠陥の公称位置の両側 25 m を除いた試験光ファイバの温度測

定誤差を計算する。測定時間ごとに，一つの温度測定誤差を計算する。 

11) 試験結果は，次の事項を含めて報告する。 

a) 導入された点欠陥の種類及びその位置。入手可能であれば損失，後方反射，又は他のパラメータの

測定値 

b) 使用した測定時間及び空間分解能 

c) 測定された温度デッドゾーン 

d) 測定された点欠陥による温度オフセット 
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著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

e) 測定された温度測定誤差 

適切なベースラインがある場合（すなわち，点欠陥試験と同じ長さ及び種類の光ファイバを用いて温度

測定誤差を測定する場合），基準校正不確かさも報告する。ベースラインの温度測定誤差を常に報告するこ

とを推奨さする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
参考文献 

SEAFOM-MSP-01:2016，Measurement Specification for Distributed Temperature Sensing 




